
- 63 - 

平成２４年第１回下仁田町議会定例会会議録第２号（７日） 
招集年月日   平成２４年３月７日 

招集の場所   下 仁 田 町 議 会 議 場 

開閉会日時 開 会 平成２４年 ３月 ５日午前10時00分 議 長 千 野 榮 治 

及 び 宣 言 閉 会 平成２４年 ３月１６日午前10時30分 議 長 千 野 榮 治 

応（不応）招議員 議席番号 氏 名 出席等の別 議席番号 氏 名 出席等の別 

及 び 出 席 並 び に １ 木 暮 弘 元 ○ ７ 千 野 榮 治 ○ 

欠 席 議 員 ２ 矢 嶋 榮 一 ○ ８ 島 﨑 紘 一 ○ 

出 席  １ ２ 名 ３ 原  秀 男 ○ ９ 堀 口 博 志 ○ 

欠 席    名 ４ 岩 崎 正 春 ○ １０ 佐 藤  博 ○ 

欠 員    名 ５ 髙 瀬 政 信 ○ １１ 岡 田 武 二 ○ 

 凡   例   ６ 佐 藤 勇 二 ○ １２ 佐 藤 公 夫 ○ 

○ 出席を示す       

△ 欠席を示す       

× 不応招示す       

会 議 録 署 名 議 員 ３番 原  秀 男 ４番 岩 崎 正 春  

職務のため議場に 

 

出席したものの氏名 

事 務 局 長 

 

加 庭 紀 夫 

 

書 記 

 

並 木 文 子 

 

 町 長 金 井 康 行 保 健 環 境 課 長 佐 藤 喜 一 

地方自治法 副 町 長 ────── 農 林 建 設 課 長 小井土   茂 

第１２１条に 教 育 長 髙 木 成 雄 商 工 観 光 課 長 金 井 義 富 

より説明のた 総 務 課 長 永 井 正 信 ガ ス 水 道 課 長 竹 内 芳 則 

め出席した者 企 画 財 政 課 長 神 戸 康 全 教 育 課 長 茂 木 政 美 

の氏名 住 民 税 務 課 長 市 川  隆 ジオパーク推進室長 神 戸 良 治 

 福 祉 課 長 神 宮 喜 美   

 会 計 課 長 小金澤   宏   
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議 事 日 程  別紙のとおり 

 ───────────────────── 

会 議 に 付 し た 議 件 

 ───────────────────── 

１ 報告第１号 議員派遣の件について 

２ 選挙第１号 下仁田町選挙管理委員及び補充員選挙について 

３ 第４号議案 下仁田町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

４ 第５号議案 下仁田町役場課設置条例の全部を改正する条例 

５ 第６号議案 下仁田町職員の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例の一 

        部を改正する条例 

６ 第７号議案 下仁田町税条例の一部を改正する条例 

７ 第８号議案 下仁田町介護保険条例の一部を改正する条例 

８ 第９号議案 下仁田町農業災害対策特別措置条例の一部を改正する条例 

９ 第10号議案 下仁田町小口資金融資促進条例の一部を改正する条例 

10 第11号議案 下仁田町町営住宅管理条例の一部を改正する条例 

11 第12号議案 下仁田町浄化槽整備事業の分担金の特例に関する条例の一部を改正 

        する条例 

12 第13号議案 下仁田町簡易水道等事業条例の一部を改正する条例 

13 第14号議案 下仁田町水道事業給水条例の一部を改正する条例 

14 第15号議案 下仁田町ガス供給条例の一部を改正する条例 

15 第16号議案 下仁田町庁舎整備基金条例 

16 第17号議案 下仁田町暴力団排除条例 

17 第18号議案 下仁田町福祉の湯の設置及び管理に関する条例を廃止する条例 

18 第19号議案 富岡市、下仁田町及び南牧村の消費生活相談等の事務の委託に関す 

        る協議について 

19 第20号議案 平成23年度下仁田町一般会計補正予算（第５号） 

  第21号議案 平成23年度下仁田町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

  第22号議案 平成23年度下仁田町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

  第23号議案 平成23年度下仁田町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

  第24号議案 平成23年度下仁田町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 

  第25号議案 平成23年度下仁田町浄化槽整備事業特別会計補正予算（第２号） 

  第26号議案 平成23年度下仁田町水道事業会計補正予算（第２号） 

  第27号議案 平成23年度下仁田町ガス事業会計補正予算（第２号） 

20 第28号議案 平成24年度下仁田町一般会計予算 
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  第29号議案 平成24年度下仁田町国民健康保険特別会計予算 

  第30号議案 平成24年度下仁田町後期高齢者医療特別会計予算 

  第31号議案 平成24年度下仁田町介護保険特別会計予算 

  第32号議案 平成24年度下仁田町簡易水道事業特別会計予算 

  第33号議案 平成24年度下仁田町浄化槽整備事業特別会計予算 

  第34号議案 平成24年度下仁田町水道事業会計予算 

  第35号議案 平成24年度下仁田町ガス事業会計予算 

 

会 議 の 経 過 

────────────── 

    開  会    平成２４年３月７日  午前１０時００分 

────────────────── 

○議長 千野榮治  これから、本日の会議を開きます。 

     日程第１、報告第１号 議員派遣の件について、会議規則第１２１条第１

項の規定により、お手元に配布いたしましたとおり閉会中に議員派遣があり

ましたので報告いたします。 

──────────────────── 

○議長 千野榮治  次に日程第２、選挙第１号 下仁田町選挙管理委員及び補充員

選挙について議題といたします。 

     お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第

２項の規定により指名推選にしたいと思います。これにご異議ございません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  全員ご異議ないものと認めます。よって、選挙の方法は指名推

選で行うことに決定しました。 

     お諮りいたします。指名の方法につきましては議長において指名すること

にいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  ご異議ないものと認めます。よって、議長において指名するこ

とに決定いたしました。選挙管理委員には、■■■■■■■■■■■古市隆

子君、■■■■■■■■■■■■■神戸順子君、■■■■■■■■■■福田

保幸君、■■■■■■■■■■■■■神戸洋一君を指名いたします。 

     お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました方を選挙管理

委員の当選人と定めることにご異議ございませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  ご異議ないものと認めます。 

     よって、ただいま指名いたしました古市隆子君、神戸順子君、福田保幸君、

神戸洋一君を選挙管理委員に当選されました。 

     次に、選挙管理委員補充員には、第１順位、■■■■■■■■■■■岩井

康雄君、第２順位、■■■■■■■■■■■■■廣澤岩男君、第３順位、■

■■■■■■■■■■■齋藤悦子君、第４順位、■■■■■■■■■■■■

神戸英明君を指名いたします。 

     お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました方を選挙管理

委員補充員の当選人と定めることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  ご異議ないものと認めます。よって、ただいま指名いたしまし

た第１順位、岩井康雄君、第２順位、廣澤岩男君、第３順位、齋藤悦子君、

第４順位、神戸英明君が順序のとおり選挙管理委員補充員に当選されました。 

──────────────────── 

○議長 千野榮治  次に日程第３、第４号議案 下仁田町固定資産評価審査委員会

委員の選任についてを議題とし、提案理由の説明を総務課長に求めます。総

務課長 

（永井正信総務課長 登壇） 

○総務課長 永井正信  命によりまして、第４号議案を朗読し、ご提案申し上げま

す。 

     第４号議案 下仁田町固定資産評価審査委員会委員の選任について、下記

の者を下仁田町固定資産評価審査委員会委員に選任したいから、地方税法第

４２３条第３項の規定によって、議会の同意を求める。 

     記。住所、■■■■■■■■■■■■■■■■氏名、小金澤重男、■■■

■■■■■■■■■■ 

     平成２４年３月５日提出、下仁田町長、金井康行。 

     提案理由、小金澤重男氏が平成２４年３月２２日をもって任期満了となる

ためでございます。以上、よろしくお願いいたします。 

○議長 千野榮治  提案理由の説明が終わりましたので、採決いたします。 

     第４号議案を原案のとおり同意することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  ご異議ないものと認めます。よって、第４号議案は原案のとお

り同意することに決定いたしました。 
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──────────────────── 

○議長 千野榮治  次に日程第４、第５号議案 下仁田町役場課設置条例の全部を

改正する条例を議題とし、提案理由の説明を総務課長に求めます。総務課長 

（永井正信総務課長 登壇） 

○総務課長 永井正信  命によりまして、第５号議案を朗読し、ご提案ご説明申し

上げます。 

     第５号議案 下仁田町役場課設置条例、下仁田町役場課設置条例の全部を

改正する。改正内容につきましては、さきの全員協議会でご説明させていた

だきましたので、ご説明を省略させていただきます。 

     附則、この条例は平成２４年４月１日から施行する。 

     平成２４年３月５日提出、下仁田町長、金井康行。 

     以上、よろしくお願いいたします。 

○議長 千野榮治  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第５号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 千野榮治  挙手全員です。よって、第５号議案は原案のとおり可決されま

した。 

──────────────────── 

○議長 千野榮治  次に日程第５、第６号議案 下仁田町職員の特別職の職員で非

常勤のものの諸給与支給条例の一部を改正する条例を議題とし、提案理由の

説明を総務課長に求めます。総務課長 

（永井正信総務課長 登壇） 

○総務課長 永井正信  命によりまして、第６号議案を朗読し、ご提案ご説明申し

上げます。 

     第６号議案 下仁田町の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例の

一部を改正する条例、下仁田町の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給

条例の一部を次のように改正する。改正内容につきましては、さきの全員協

議会でご説明をさせていただきましたので、説明を省略させていただきます。 
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     附則、この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

     平成２４年３月５日提出、下仁田町長、金井康行。 

     よろしくお願いいたします。 

○議長 千野榮治  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第６号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 千野榮治  挙手全員です。よって、第６号議案は原案のとおり可決されま

した。 

──────────────────── 

○議長 千野榮治  次に日程第６、第７号議案 下仁田町税条例の一部を改正する

条例を議題とし、提案理由の説明を住民税務課長に求めます。住民税務課長 

（市川隆住民税務課長 登壇） 

○住民税務課長 市川隆  命によりまして、第７号議案を朗読し、ご提案ご説明を

申し上げます。 

     第７号議案 下仁田町税条例の一部を改正する条例、下仁田町税条例の一

部を次のように改正する。以下の改正内容及び経過措置につきましては、さ

きの議会全員協議会でご説明させていただきましたので、省略させていただ

きます。 

     附則、施行期日、第１条、この条例は交付の日から施行する。ただし、次

の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。第１号、附則第

１１条の改正規定及び次条の規定、平成２５年１月１日。第２号、第９５条

の改正規定及び附則第１８条の２第１項の改正規定並びに附則第３条の規定、

平成２５年４月１日。 

     平成２４年３月５日提出、下仁田町長、金井康行。 

     以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 千野榮治  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○議長 千野榮治  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第７号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 千野榮治  挙手全員です。よって、第７号議案は原案のとおり可決されま

した。 

──────────────────── 

○議長 千野榮治  次に日程第７、第８号議案 下仁田町介護保険条例の一部を改

正する条例を議題とし、提案理由の説明を福祉課長に求めます。福祉課長 

（神宮喜美福祉課長 登壇） 

○福祉課長 神宮喜美  命によりまして、第８号議案を朗読し、ご提案ご説明申し

上げます。 

     第８号議案 下仁田町介護保険条例の一部を改正する条例、下仁田町介護

保険条例の一部を次のように改正する。本文につきましてはさきの全員協議

会でご説明を申し上げましたので、省略させていただきます。 

     附則、施行期日、第１条、この条例は、平成２４年４月１日から施行する。

なお、経過措置につきましても、さきの全員協議会でご説明申し上げました

ので、省略させていただきます。 

     平成２４年３月５日提出、下仁田町長、金井康行。 

     よろしくお願いします。 

○議長 千野榮治  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第８号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 千野榮治  挙手全員です。よって、第８号議案は原案のとおり可決されま

した。 

──────────────────── 
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○議長 千野榮治  次に日程第８、第９号議案 下仁田町農業災害対策特別措置条

例の一部を改正する条例を議題とし、提案理由の説明を農林建設課長に求め

ます。農林建設課長 

（小井土茂農林建設課長 登壇） 

○農林建設課長 小井土茂  命によりまして、第９号議案を朗読し、提案ご説明申

します。 

     第９号議案 下仁田町農業災害対策特別措置条例の一部を改正する条例、

下仁田町農業災害対策特別措置条例の一部を次のように改正する。改正内容

につきましては、さきの全員協議会でご説明しましたので、朗読は省略させ

てもらいます。 

     附則、この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

     平成２４年３月５日提出、下仁田町長、金井康行。 

     以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長 千野榮治  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第９号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 千野榮治  挙手全員です。よって、第９号議案は原案のとおり可決されま

した。 

──────────────────── 

○議長 千野榮治  次に日程第９、第１０号議案 下仁田町小口資金融資促進条例

の一部を改正する条例を議題として、提案理由の説明を商工観光課長に求め

ます。商工観光課長 

（金井義富商工観光課長 登壇） 

○商工観光課長 金井義富  命によりまして、第１０号議案を朗読し、ご提案申し

上げます。 

     第１０号議案 下仁田町小口資金融資促進条例の一部を改正する条例、下

仁田町小口資金融資促進条例の一部を次のように改正する。附則第２項中、

以下につきましては、さきの全員協議会でご説明申し上げましたので、省略
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させていただきます。 

     附則、この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

     平成２４年３月５日提出、下仁田町長、金井康行。 

     以上ですが、よろしくお願いいたします。 

○議長 千野榮治  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第１０号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 千野榮治  挙手全員です。よって、第１０号議案は原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────── 

○議長 千野榮治  次に日程第１０、議案第１１号 下仁田町町営住宅管理条例の

一部を改正する条例を議題とし、提案理由の説明を農林建設課長に求めます。

農林建設課長 

（小井土茂農林建設課長 登壇） 

○農林建設課長 小井土茂  命によりまして、第１１号議案を朗読し提案、ご説明

申し上げます。 

     第１１号議案 下仁田町町営住宅管理条例の一部を改正する条例、下仁田

町町営住宅管理条例の一部を次のように改正する。以下の改正内容及び経過

措置につきましては、さきの全員協議会でご説明させてもらいましたので、

説明は省略させてもらいます。 

     附則、施行期日、この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

     平成２４年３月５日提出、下仁田町長、金井康行。 

     以上です。よろしくお願いします。 

○議長 千野榮治  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第１１号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 千野榮治  挙手全員です。よって、第１１号議案は原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────── 

○議長 千野榮治  次に日程第１１、第１２号議案 下仁田町浄化槽整備事業の分

担金の特例に関する条例の一部を改正する条例を議題とし、提案理由の説明

を農林建設課長に求めます。農林建設課長 

（小井土茂農林建設課長 登壇） 

○農林建設課長 小井土茂  命によりまして、第１２号議案を朗読し、提案ご説明

いたします。 

     第１２号議案 下仁田町浄化槽整備事業の分担金の特例に関する条例の一

部を改正する条例、下仁田町浄化槽整備事業の分担金の特例に関する条例の

一部を次のように改正する。 

     第２条中、「平成２４年３月３１日」を「平成２７年３月３１日」に改め

る。附則第２項を削り、附則第１項の項番号を削る。 

     附則、この条例は、公布の日から施行する。 

     平成２４年３月５日提出、下仁田町長、金井康行。 

     以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長 千野榮治  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第１２号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 千野榮治  挙手全員です。よって、第１２号議案は原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────── 

○議長 千野榮治  次に日程第１２、第１３号議案 下仁田町簡易水道等事業条例
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の一部を改正する条例を議題とし、提案理由の説明を水道課長に求めます。

水道課長 

（竹内芳則ガス水道課長 登壇） 

○ガス水道課長 竹内芳則  それでは、命によりまして、第１３号議案を朗読し、

ご提案ご説明申し上げます。 

     第１３号議案 下仁田町簡易水道等事業条例の一部を改正する条例、下仁

田町簡易水道等事業条例の一部を次のように改正する。第３２条の次に次の

１条を加える。料金債権の放棄。第３２条の２、町長は料金に係る債権で消

滅時効が完成したものを放棄することができる。 

     附則、この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

     平成２４年３月５日提出、下仁田町長、金井康行。 

     以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 千野榮治  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第１３号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 千野榮治  挙手全員です。よって、第１３号議案は原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────── 

○議長 千野榮治  次に日程第１３、第１４号議案 下仁田町水道事業給水条例の

一部を改正する条例を議題とし、提案理由の説明をガス水道課長に求めます。

ガス水道課長 

（竹内芳則ガス水道課長 登壇） 

○ガス水道課長 竹内芳則  それでは、命によりまして、第１４号議案を朗読し、

ご提案ご説明申し上げます。 

     第１４号議案 下仁田町水道事業給水条例の一部を改正する条例、下仁田

町水道事業給水条例の一部を次のように改正する。改正内容につきましては、

省略させていただきます。 

     附則、この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 
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     平成２４年３月５日提出、下仁田町長、金井康行。 

     以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 千野榮治  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第１４号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 千野榮治  挙手全員です。よって、第１４号議案は原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────── 

○議長 千野榮治  次に日程第１４、第１５号議案 下仁田町ガス供給条例の一部

を改正する条例を議題とし、提案理由の説明をガス水道課長に求めます。ガ

ス水道課長 

（竹内芳則ガス水道課長 登壇） 

○ガス水道課長 竹内芳則  それでは、命によりまして、第１５号議案を朗読し、

ご提案ご説明申し上げます。 

     第１５号議案 下仁田町ガス供給条例の一部を改正する条例、下仁田町ガ

ス供給条例の一部を次のように改正する。改正内容につきましては、さきの

全員協議会でご説明させていただきましたので、説明は省略させていただき

ます。 

     附則、この条例は、平成２４年５月１日から施行する。附則の第２項につ

きましては、説明を省略させていただきます。 

     平成２４年３月５日提出、下仁田町長、金井康行。 

     以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 千野榮治  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○議長 千野榮治  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第１５号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 千野榮治  挙手全員です。よって、第１５号議案は原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────── 

○議長 千野榮治  次に日程第１５、第１６号議案 下仁田町庁舎整備基金条例を

議題とし、提案理由の説明を総務課長に求めます。総務課長 

（永井正信総務課長 登壇） 

○総務課長 永井正信  命によりまして、第１６号議案を朗読し、ご提案ご説明申

し上げます。 

     第１６号議案 下仁田町庁舎整備基金条例、以下の内容、制定理由につき

ましては、さきの全員協議会でご説明をさせていただきましたので、説明を

省略させていただきます。 

     附則、この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

     平成２４年３月５日提出、下仁田町長、金井康行。 

     以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長 千野榮治  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第１６号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 千野榮治  挙手全員です。よって、第１６号議案は原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────── 

○議長 千野榮治  次に日程第１６、第１７号議案 下仁田町暴力団排除条例を議

題とし、提案理由の説明を総務課長に求めます。総務課長 

（永井正信総務課長 登壇） 

○総務課長 永井正信  命によりまして、第１７号議案を朗読し、ご提案ご説明申

し上げます。 
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     第１７号議案 下仁田町暴力団排除条例、以下の内容、制定理由につきま

しては、さきの全員協議会でご説明をさせていただきましたので、説明を省

略させていただきます。 

     附則、この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

     平成２４年３月５日提出、下仁田町長、金井康行。 

     以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長 千野榮治  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第１７号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 千野榮治  挙手全員です。よって、第１７号議案は原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────── 

○議長 千野榮治  次に日程第１７、第１８号議案 下仁田町福祉の湯の設置及び

管理に関する条例を廃止する条例を議題とし、提案理由の説明を福祉課長に

求めます。福祉課長 

（神宮喜美福祉課長 登壇） 

○福祉課長 神宮喜美  命によりまして第１８号議案を朗読し、ご提案ご説明申し

上げます。 

     第１８号議案 下仁田町福祉の湯の設置及び管理に関する条例を廃止する

条例、下仁田町福祉の湯の設置及び管理に関する条例は廃止する。 

     附則、この条例は平成２４年１０月１日から施行する。 

     平成２４年３月５日提出、下仁田町長、金井康行。 

     以上ですが、よろしくお願いします。 

○議長 千野榮治  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第１８号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 千野榮治  挙手全員です。よって、第１８号議案は原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────── 

○議長 千野榮治  次に日程第１８、第１９号議案 富岡市、下仁田町及び南牧村

の消費生活相談等の事務の委託に関する協議について議題とし、提案理由の

説明を商工観光課長に求めます。商工観光課長 

（金井義富商工観光課長 登壇） 

○商工観光課長 金井義富  命によりまして、第１９号議案を朗読し、ご提案ご説

明申し上げます。 

     第１９号議案 富岡市、下仁田町及び南牧村の消費生活相談等の事務の委

託に関する協議について、富岡市、下仁田町及び南牧村の消費生活相談等の

事務の委託について、地方自治法第２５２条の１４第１項の規定により、別

紙のとおり関係市町村が協議の上、規約を制定することについて、同条第３

項で準用する同法第２５２条の２第３項の規定により、議会の議決を求める。 

     平成２４年３月５日提出、下仁田町長、金井康行。 

     なお、別紙の富岡市、下仁田町及び南牧村の消費生活相談等の事務の委託

に関する協議書及び裏面の富岡市、下仁田町及び南牧村の消費生活相談等の

事務の委託に関する規約につきましては、さきの全員協議会でご説明いたし

ましたので、省略させていただきます。 

     附則、この規約は平成２４年４月１日から施行する。 

     以上ですが、よろしくお願いいたします。 

○議長 千野榮治  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第１９号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 
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○議長 千野榮治  挙手全員です。よって、第１９号議案は原案のとおり可決され

ました。 

     これで暫時休憩いたします。引き続き議員協議会を開きたいので、３０１

委員会室にお集まりをいただきたいと思います。５分の休憩をしていただて

３０１にお集まりください。 

    休  憩  午前１０時３５分 

    再  開  午前１１時１５分 

○議長 千野榮治  休憩を解いて再開いたします。 

──────────────────── 

○議長 千野榮治  次に日程第１９、第２０号議案から第２７号議案までを一括議

題とし、第２０号議案 平成２３年度下仁田町一般会計補正予算（第５号）

から、順次説明を願います。企画財政課長 

（神戸康全企画財政課長 登壇） 

○企画財政課長 神戸康全  命によりまして、第２０号議案を朗読し、ご提案ご説

明申し上げます。 

     第２０号議案 平成２３年度下仁田町一般会計補正予算（第５号）、平成

２３年度下仁田町の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによ

る。 

     歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

４，５０４万９，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ５３億５，３４５万１，０００円とする。第２項、歳入歳出予算の補正の

款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

第１表歳入歳出予算補正による。繰越明許費の補正、第２条、地方自治法第

２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経

費は第２表繰越明許費補正による。地方債の補正、第３条、地方債の変更は

第３表地方債補正による。 

     平成２４年３月５日提出、下仁田町長、金井康行。 

     ２ページをお願いします。第１表歳入歳出予算補正でございますが、款の

区分と補正額のみ申し上げます。１款町税９５万６，０００円の減、１２款

分担金及び負担金４２６万２，０００円、１３款使用料及び手数料６０９万

５，０００円の減、１４款国庫支出金７４１万１，０００円、１５款県支出

金１８万８，０００円の減、１６款財産収入６６１万３，０００円、１７

款寄附金７６万２，０００円、２０款諸収入１，５２５万８，０００円の

減、２１款町債４，１６０万円の減。歳入合計５３億９，８５０万円から
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４，５０４万９，０００円を減額し、５３億５，３４５万１，０００円とし

たいとするものでございます。 

     ４ページをお願いします。次に歳出でございます。１款議会費８１万

６，０００円の減、２款総務費２，８２７万２，０００円の減、３款民

生費３，３８１万１，０００円、４款衛生費１，７５６万６，０００円の

減、６款農林水産業費８２万円の減、７款商工費６０７万７，０００円の減、

８款土木費２４５万７，０００円の減、９款消防費１，４６７万４，０００

円の減、１０款教育費８６３万３，０００円の減、１３款諸支出金４５万

５，０００円、歳出合計５３億９，８５０万円から４，５０４万９，０００

円を減額し、５３億５，３４５万１，０００円としたいとするものでござい

ます。 

     ６ページをお願いします。次に第２表繰越明許費補正、追加でございます

が、款の区分と事業名及び金額を申し上げます。８款土木費、公営住宅管理

２，０９４万７，０００円、公営住宅建設事業６１０万円でございます。 

     次に第３表地方債補正の変更でございますが、過疎対策事業債の限度額を

６億７，１６０万円から３，５９０万円減額し６億３，５７０万円に、施設

整備事業債を５，４７０万円から４８０万円減額し４，９９０万円に、一般

会計出資債を３５０万円から９０万円減額し２６０万円とし、起債の方法、

利率、償還の方法は、補正前に同じと定めたいとするものでございます。 

     次に、歳入歳出予算事項別明細書でございますが、１の総括につきまして

は説明を省略させていただきます。また、２の歳入及び３の歳出につまして

は、さきの全員協議会でご説明いたしましたので省略させていただきます。

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長 千野榮治  以上で一般会計の説明が終わりました。 

     続いて、第２１号議案 平成２３年度下仁田町国民健康保険特別会計補正

予算（第２号）、第２２号議案 平成２３年度下仁田町後期高齢者医療特別

会計補正予算（第２号）及び第２３号議案 平成２３年度下仁田町介護保険

特別会計補正予算（第２号）について、福祉課長から説明を求めます。福祉

課長 

（神宮喜美福祉課長 登壇） 

○福祉課長 神宮喜美  命によりまして、第２１号議案から第２３号議案までを朗

読し、ご提案ご説明申し上げます。 

     第２１号議案 平成２３年度下仁田町国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）、平成２３年度下仁田町の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）
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は、次に定めるところによる。 

     歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

３，１７７万２，０００円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ１１億７，４７１万９，０００円とする。２項、歳入歳出予算の補正の款

項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第

１表歳入歳出予算補正による。 

     平成２４年３月５日提出、下仁田町長、金井康行。 

     次のページをお願いいたします。第１表歳入歳出予算補正でございます。

款の区分と補正額のみを申し上げます。 

     歳入、１款国民健康保険税１，１８９万９，０００円の減、３款国庫支

出金２，２１７万１，０００円の減、４款療養給付費交付金４９８万円、

６款県支出金１２３万６，０００円、７款共同事業交付金２，９５５万２，０００

円、９款繰入金３，０３３万８，０００円、１１款諸収入２６万４，０００

円の減。歳入合計１１億４，２９４万７，０００円に３，１７７万２，０００

円を増額し、１１億７，４７１万９，０００円としたいとするものでござい

ます。 

     次に歳出でございます。１款総務費２４万６，０００円、２款保険給付費

３，６０７万２，０００円、７款共同事業拠出金６７８万３，０００円の減、

８款保健事業費１０６万４，０００円の減、１１款諸支出金３３０万１，０００

円。歳出合計１１億４，２９４万７，０００円に３，１７７万２，０００円を増

額し、１１億７，４７１万９，０００円としたいとするものでございます。 

     次のページをお願いいたします。歳入歳出予算事項別明細書、１の総括に

つきましては説明を省略させていただきます。５ページ以降の歳入、歳出に

つきましては、さきの全員協議会で説明させていただきましたので、省略さ

せていただきます。 

     続きまして、第２２号議案をお願いいたします。第２２号議案 平成２３

年度下仁田町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）、平成２３年度下

仁田町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところ

による。 

     歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

１，０４７万５，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ１２億６１万１，０００円とする。 

○議長 千野榮治  課長、数字が違っているかもしれない。 

○福祉課長 神宮喜美  失礼しました。歳入歳出それぞれ１，０４７万円を減額し、
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歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２億６１万１，０００円とする。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

     平成２４年３月５日提出、下仁田町長、金井康行。 

     次のページをお願いします。第１表歳入歳出予算補正、款の区分と補正額

のみ申し上げます。 

     歳入、１款後期高齢者医療保険料８７１万４，０００円の減、２款使用料

及び手数料９，０００円の減、３款繰入金１７５万２，０００円の減。歳入

合計１億３，１０８万６，０００円に１，０４７万５，０００円を減額し、

１億２，０６１万１，０００円としたいとするものでございます。 

     次に歳出でございます。１款総務費２万１，０００円の減、２款保健事業

費４万５，０００円の減、３款後期高齢者医療広域連合納付金１，０４０万

９，０００円の減、歳出合計１億３，１０８万６，０００円に１，０４７万

５，０００円を減額し、１億２，０６１万１，０００円としたいとするもので

ございます。 

     次に歳入歳出予算事項別明細書でございます。１の総括につきましては説

明を省略させていただきます。次のページの歳入、５ページの歳出につきま

しては、さきの全員協議会で説明をさせていただきましたので、省略させて

いただきます。 

     次に、第２３号議案をお願いいたします。第２３号議案 平成２３年度下

仁田町介護保険特別会計補正予算（第２号）、平成２３年度下仁田町の介護

保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

     歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

５，４６７万７，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ１１億８，８２１万６，０００円とする。２項、歳入歳出予算の補正の款

項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第

１表歳入歳出予算補正による。 

     平成２４年３月５日提出、下仁田町長、金井康行。 

     次のページをお願いいたします。第１表歳入歳出予算補正、款の区分と補

正額のみ申し上げます。 

     歳入、１款保険料１３万８，０００円、３款国庫支出金１，１８９万

８，０００円、４款支払基金交付金１，５０２万４，０００円、５款県支

出金８９７万２，０００円、６款財産収入１万円の減、７款繰入金１，８６２

万５，０００円、９款諸収入３万円。歳入合計１１億３，３５３万９，０００
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円に５，４６７万７，０００円を増額し、１１億８，８２１万６，０００円

としたいとするものでございます。 

     次に歳出でございます。１款総務費８万円、２款保険給付費５，４４５万

９，０００円、４款基金積立金１万円の減、５款地域支援事業費１４万

８，０００円。歳出合計でございます。１１億３，３５３万９，０００

円に５，４６７万７，０００円を増額し、１１億８，８２１万６，０００

円ととしたいとするものでございます。 

     ４ページをお願いいたします。歳入歳出予算事項別明細書でございます。

１の総括につきましては省略をさせていただきます。５ページ以降の歳入、

歳出につきましては、さきの全員協議会で説明させていただきましたので、

省略させていただきます。 

     以上ですが、よろしくお願します。 

○議長 千野榮治  次に、第２４号議案 平成２３年度下仁田町簡易水道事業特別

会計補正予算（第３号）について水道課長に説明を求めます。水道課長 

（竹内芳則ガス水道課長 登壇） 

○ガス水道課長 竹内芳則  それでは命によりまして、第２４号議案を朗読し、ご

提案ご説明申し上げます。 

     第２４号議案 平成２３年度下仁田町簡易水道事業特別会計補正予算（第

３号）、平成２３年度下仁田町の簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）

は、次に定めるところによる。 

     歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ１，７０８万８，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ１億１，９９２万２，０００円とする。第２項、歳入歳出予算の補正の

款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

第１表、歳入歳出予算補正による。 

     平成２４年３月５日提出、下仁田町長、金井康行。 

     ２ページをごらんください。第１表歳入歳出予算補正でございますが、款

の区分と補正額のみ申し上げます。１款水道事業収入２５２万４，０００円

の減、２款分担金及び負担金２７万５，０００円の減、３款国庫支出金２２万

３，０００円の減、４款繰入金２８９万５，０００円、６款諸収入１，６９６万

１，０００円の減、歳入合計１，７０８万８，０００円を減額し、１億１，９９２

万２，０００円としたいとするものでございます。 

     次に歳出でございますが、１款水道事業費１，７０８万８，０００円を減

額、歳出合計１，７０８万８，０００円を減額し、１億１，９９２万２，０００
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円としたいとするものです。 

     ３ページの歳入歳出予算補正事項別明細書でございますが、１の総括につ

きましては説明を省略させていただきます。４ページ以降の歳入歳出につき

ましては、さきの全員協議会でご説明申し上げましたので、説明は省略させ

ていただきます。 

     以上ですが、よろしくお願いいたします。 

○議長 千野榮治  次に、第２５号議案 平成２３年度下仁田町浄化槽整備事業特

別会計補正予算（第２号）について、農林建設課長に説明を求めます。農林

建設課長 

（小井土茂農林建設課長 登壇） 

○農林建設課長 小井土茂  命により、第２５号議案を朗読し、ご提案ご説明申し

上げます。 

     第２５号議案 平成２３年度下仁田町浄化槽整備事業特別会計補正予算

（第２号）、平成２３年度下仁田町の浄化槽整備事業特別会計補正予算（第

２号）は、次に定めるところによる。 

     歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

１，７７１万６，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ５，７３１万８，０００円とする。２項、歳入歳出予算の補正の款項の区

分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳

入歳出予算補正による。地方債の補正、第２条、地方債の変更は、第２表地

方債補正による。 

     平成２４年３月５日提出、下仁田町長、金井康行。 

     次のページをお願いいたします。第１表歳入歳出予算の補正でございます

が、款の区分と補正額のみ申し上げます。 

     歳入、１款分担金及び負担金、補正額１２６万円の減額、４款県支出金

３０５万６，０００円を減額、９款町債１，３４０万円の減、歳入合計

７，５０３万４，０００円から１，７７１万６，０００円を減額し、５，７３１

万８，０００円としたいものでございます。 

     次に歳出でございますが、１款浄化槽事業費、補正額１，７７１万６，０００

円を減額しまして、歳出合計７，５０３万４，０００円から１，７７１万

６，０００円を減額し、５，７３１万８，０００円としたいものでございま

す。次に、２表、地方債の変更でございますが、下水道事業債及び過疎対策

事業債の限度額を１，０６０万円から６７０万減額し、３９０万円としまし

て、起債の方法、利率、償還の方法は、補正前と同じと定めたいものとする
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ものでございます。 

     次のページをお願いいたします。次に歳入歳出予算事項別明細書でござい

ますが、１の総括につきましては、ご説明を省略させてもらいます。また２

の歳入及び３の歳出につきましては、さきの全員協議会でご説明させていた

だきましたので、説明を省略させていただきます。 

     以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 千野榮治  次に、第２６号議案 平成２３年度下仁田町水道事業会計補正

予算（第２号）及び第２７号議案 平成２３年度下仁田町ガス事業会計補正

予算（第２号）について、ガス水道課長から説明を求めます。ガス水道課長 

（竹内芳則ガス水道課長 登壇） 

○ガス水道課長 竹内芳則  それでは命によりまして、第２６号議案及び第２７号

議案を朗読し、ご提案ご説明申し上げます。 

     平成２３年度下仁田町水道事業会計補正予算（第２号）、第２６号議案で

ございます。総則、第１条、平成２３年度下仁田町水道事業会計の補正予算

（第２号）は、次に定めるところによる。 

     業務の予定量、第２条、平成２３年度下仁田町水道事業会計予算第２条に

定めた業務の予定量は次のように改める。給水戸数１６戸減額し、２，３６３

戸、年間給水量９，２５２㎥を減額し、７１万７，９０６㎥、１日平均給水

量２６㎥を減額し１，９６１㎥でございます。 

     収益的収入及び支出、第３条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の

予定額を次のとおり補正する。款の区分と補正額のみ申し上げます。第１款

水道事業収益１６０万３，０００円を減額し、１億７，６３４万４，０００

円。支出、第１款水道事業費用２５８万３，０００円を減額し、１億７，７８６

万４，０００円。 

     資本的収入及び支出、第４条、予算第４条本文括弧書き中、資本的収入額

が資本的支出額に対して不足する額６，８２３万６，０００円を資本的収入

額が資本的支出額に対して不足する額６，６３４万円に、建設改良積立金

１，５６８万１，０００円を建設改良積立金１，３７８万５，０００円に改

め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

     こちらにつきましても款の区分と補正額のみ申し上げます。収入、第

１款資本的収入７５５万８，０００円を減額し、６，３２５万３，０００円。

支出、第１款資本的支出９４５万４，０００円を減額し、１億２，９５９万

３，０００円。 

     企業債、第５条、予算第５条に定めた企業債の限度額を次のように改める。
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７５０万円を減額し、１，４６０万円。 

     次に、議会の議決を経なければ流用することができない経費、第６条、予

算第７条に定めた経費の金額を次のとおり改める。職員給与費８，０００円

を増額し、５，０１６万６，０００円。他会計からの補助金、第７条、予算

第８条を次のように改める。第８条、水道水源開発事業に係る企業債、簡易

水道統合整備事業に係る簡易水道事業債、過疎債の元利償還等及び子ども

手当に要する経費のために一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は

７，１０６万円である。棚卸資産購入限度額、第８条、予算第９条に定め

た棚卸資産購入限度額の限度額２９７万円を限度額２１５万３，０００円に

改める。 

     平成２４年３月５日提出、下仁田町長、金井康行。 

     次のページでございますけれども、平成２３年度下仁田町水道事業会計補

正予算実施計画書、収益的収入及び支出でございますけれども、款の区分と

補正額のみ説明させていただきます。収入、１款水道事業収益１６０万

３，０００円を減額し、１億７，６３４万４，０００円。支出でございます

けれども、１款水道事業費用２５８万３，０００円を減額し、１億７，７８６

万４，０００円としたいとするものでございます。 

     次に４ページでございますけれども、資本的収入及び支出でございます。

収入、第１款資本的収入７５５万８，０００円を減額し、６，３２５万

３，０００円、支出、資本的支出９４５万４，０００円を減額し、１億

２，９５９万３，０００円としたいとするものでございます。 

     水道の５ページ、平成２３年度下仁田町水道事業会計補正資金計画につき

ましては、説明を省略させていただきます。 

     水道の６ページでございます。平成２３年度下仁田町水道事業会計予定貸

借対照表、平成２４年３月３１日。 

     最初に、資産の部でございますけれども、固定資産合計２９億９，１６５

万７，０００円、流動資産、流動資産合計１億１，９５３万３，０００円、

資産合計として３１億１，１１９万円。負債の部でございますけれども、固

定負債、流動負債合わせまして３，５０６万６，０００円。 

     ８ページをお願いいたします。資本の部、資本金、資本金合計で１８億

３，９３０万６，０００円、６、剰余金でございますけれども、資本剰余金、

利益剰余金を合計しまして、剰余金合計１２億３，６２７万８，０００円、

資本合計として３０億７，５５８万４，０００、負債資本合計３１億１，１１９

万円でございます。 
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     以上でございますが、よろしくお願いしたいと思います。 

     次に、ガス事業会計でございます。第２７号議案 平成２３年度下仁田町

ガス事業会計補正予算（第２号）です。総則、第１条、平成２３年度下仁田

町ガス事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

     業務の予定量、第２条、平成２３年度下仁田町ガス事業会計予算第２条に

定めた業務の予定量を次のように改める。１、供給戸数２戸減少し１，４２２

戸、年間供給量１２万２，０６４立方を減量し、８３万４，６９９立方、３、

１日の平均供給量３３４立方メートルを減量し２，２８１立方メートルとし

たいとするものでございます。 

     次に収益的収入及び支出でございます。第３条、予算第３条に定めた収益

的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。款の区分と補正額のみ説明さ

せていただきます。収入、第１款ガス事業収益１，６０６万円を減額し、１億

３，４７５万１，０００円、支出、第１款ガス事業費用４９万５，０００円

を減額し、１億４，６７３万８，０００円。 

     ガスの２ページをごらんください。資本的収入及び支出、第４条、予算第

４条本文括弧書き中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２，１５２

万３，０００円を資本的収入額は資本的支出額に対して不足する額１，８９６

万円に。当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１１５万６，０００

円を当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額８９万８，０００円に。

当年度分損益勘定留保資金１，９４８万５，０００円を当年度分損益勘定留

保資金１，７１８万円に改め、資本的収入及び支出の予算額を次のとおり補

正する。収入、第１款資本的収入２８０万円を減額し、１，４７０万２，０００

円、支出、１款資本的支出を５３６万３，０００円減額し、３，３６６万

２，０００円としたいとするものでございます。 

     企業債、第５条、予算第６条に定めた企業債の限度額を次のように改め

る。１、ガス本管布設替え工事１９０万円減額し１，２１０万円としたい

とするものでございます。議会の議決を経なければ流用することができな

い経費、第６条、予算第９条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

職員給与費１３万３，０００円を増額し、４，４２１万３，０００円とし

たいとするものでございます。他会計からの補助金、第７条、予算第１０条

を次のように改める。第１０条、職員の子ども手当及び地方公営企業職員に

係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費のために一般会計からこの

会計に補助を受ける金額を２２７万９，０００円である。棚卸資産購入限度

額、第８条、予算第１１条に定めた棚卸資産購入限度額の限度額を５，４３０
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万６，０００円を限度額５，２８４万９，０００円に改める。 

     平成２４年３月５日提出、下仁田町長、金井康行。 

     ４ページをごらんいただきたいと思います。平成２３年度下仁田町ガス事

業会計補正予算実施計画書でありますが、款の区分と補正額のみ説明させて

いただきます。収入、１款ガス事業収益、補正予定額１，６０６万円を減額

し、１億３，４７５万１，０００円。支出でございますけれども、１款ガス

事業費用４９万５，０００円を減額し、１億４，６７３万８，０００円とし

たいとするものでございます。 

     ガスの５ページ、資本的収入及び支出でございます。最初の収入でござい

ますけれども、１款資本的収入２８０万円を減額し、１，４７０万２，０００

円、支出、資本的支出５３６万３，０００円を減額し、３，３６６万２，０００

円としたいとするものでございます。次の平成２３年度下仁田町ガス事業会

計補正資金計画につきましては、説明を省略させていただきます。 

     次に、７ページでございます。平成２３年度下仁田町ガス事業会計予定貸

借対照表、平成２４年３月３１日の予定でございます。最初に、資産の部で

ございますけれども、固定資産としまして８ページに、固定資産合計が２億

８，７６８万９，０００円、流動資産として流動資産合計が６，９５０万

７，０００円、資産合計として３億５，７１９万６，０００円。 

     次に９ページ、負債の部でございますけれども、固定負債、流動負債合わ

せまして２，２５０万３，０００円でございます。次に資本の部でございま

すけれども、資本金としまして１０ページに、資本金合計として２億６１５

万９，０００円、剰余金ですが、資本剰余金、利益剰余金合わせまして、利

益剰余金合計１億２，８５３万４，０００円、資本合計として３億３，４６９

万３，０００円、負債資本合計で３億５，７１９万６，０００円でございま

す。 

     以上でございますが、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長 千野榮治  暫時休憩をしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

     それと、午後の開会につきましては、後ほど時間のほうはお知らせをさせ

ていただきますので、よろしくお願いいたします。 

    休  憩  午前１１時５８分 

    再  開  午後 １時３０分 

○議長 千野榮治  休憩を解いて再開いたします。 

     提案説明が終わりましたので、第２０号議案から第２７号議案までに対す

る質疑に入ります。 
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     質疑に際しましては、会計名とページ数を申し述べていただきますよう、

あらかじめお願いをしておきます。それでは質疑をお願いいたします。岡田

君 

○１１番 岡田武二  ２０号議案 平成２３年度下仁田町一般会計補正予算（第５

号）の２４ページをお願いいたします。３項の防災施設無線設備費ですか、

これの減額の１，４００万何がしの説明をお願いいたします。 

○議長 千野榮治  総務課長 

○総務課長 永井正信  お答えをさせていただきます。 

     防災無線工事につきましては、平成２３年度当初には２３年度に２５局の

子局を行い、２４年度に２５局を行って、２５年度に戸別受信機を行う予定

でございましたが、町長のほうの指示で、入札で行うということで設計を行

ったところ金額、また工事の期間等、２年で行うことができるということで

９月の補正で３，５０６万９，０００円の補正増をさせていただきまして、

そのときに債務負担行為も計上させていただいて、１１月１日に契約をさせ

ていただきました。その後１月２０日に変更後の契約ということで１億

８，７４６万７，０００円という変更後の契約金額でございますが、子局の

部分につきましては２３年度で仕上がるということで、２４年度は当初とい

うか、契約の時点から戸別受信機のみを行うということでございます。今月、

あとわずかでございますが、子局の５０局が仕上がる予定でございましたの

で、減額補正をさせていただきました。以上です。 

○議長 千野榮治  岡田君 

○１１番 岡田武二  この防災無線については、当初予算が恐らく１億３，０００

万円でしたよね。恐らく予算がそうだと思います。そういった中で増額をし、

また９月の補正と臨時議会で契約変更、契約をし、また１月に入ってから増

額の臨時議会をしているということでございます。当初予算から要するにデ

ジタルの金額はわからない、またどういうのといういろんな難しさがあった

にしても、予算主義の中ではちょっとお粗末ではないかなと、私は思ってい

るんですけれども、この辺のところの契約、いろんなものについてのいきさ

つをもう少し詳しくお願いしたいと思います。 

○議長 千野榮治  総務課長 

○総務課長 永井正信  防災無線につきましては、平成元年に設置しまして、その

ときが沖電気が工事をしまして、その後、昨年もそうですけれども、ずっと

沖電気工事一辺倒できたわけでございます。２３年度当初におきましても

２５局分で１億２，４３０万６，０００円という予算を組んでありました。
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そうしますと、予算で５０局分とそれから子局分を合わせますと約３億を超

える予算に工事を全部するとなる予定の予算が想定されました。当初沖電気

でやっていただくと、当初予算についてはそういう考えで、予算を恐らく組

んであったと思います。途中、入札ということになりましたので、９月の補

正をさせていただいたわけでございます。以上です。 

○議長 千野榮治  岡田君 

○１１番 岡田武二  いろいろ難しさがあるということなんですけれども、当初予

算を組んだらある程度の金額でいけるような方向をぜひ今後はとっていただ

きたいと思っています。それと、債務負担行為の金額をちょっと教えていた

だけますか。 

○議長 千野榮治  総務課長 

○総務課長 永井正信  お答えをさせていただきます。 

     設計管理業務委託で２７５万１，０００円、それから工事費で４，７８３

万５，０００円でございます。以上です。 

○議長 千野榮治  岡田君 

○１１番 岡田武二  恐らく債務負担行為、このとき提示されたのが４，７８３万

５，０００円ということだと見ております。今年度の予算がですね、５，０００

幾らの予算を組んであるわけで、きょう聞かなきゃいけないかなと思って、

予算決算で聞こうと思ったんですけれども、新年度にまたがっちゃいますん

で、きょうお聞きするんですが、５，０５８万６，０００円の契約になって

おります。なぜ債務負担行為が４，７００万何がしで５，０００万の契約に

なるのか、ちょっと教えてください。 

○議長 千野榮治  総務課長 

○総務課長 永井正信  すみません。新年度予算が５，１００万と。 

○議長 千野榮治  岡田君 

○１１番 岡田武二  債務負担行為というのは契約してある金額ですよね。要する

に２４年度に戸別受信機をつけるために、これは恐らく提示したのが４，７８３

万５，０００円で我々に提示してあるということなんですよ。それがなぜ

５，０００万何がしの要するに今年度の予算になるのか、それだけ教えても

らえればいいんです。 

○議長 千野榮治  総務課長 

○総務課長 永井正信  お答えさせていただきます。２年間の工事で行うために、

２３年度に予算計上した金額では契約ができないので、債務負担行為をさせ

ていただいたわけでございます。新年度、２４年度の予算につきましては、
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設計費、債務負担行為をしました工事費プラス設計費、それから保守料等が

入って５，２９０万２，０００円という予算の計上になります。以上です。 

○議長 千野榮治  岡田君 

○１１番 岡田武二  結構です。ありがとうございました。 

○議長 千野榮治  ほかにご質疑ございますか。木暮君 

○１番 木暮弘元  私もふなれでよくわからないんですけれども、お伺いいたしま

す。介護保険、国保、後期高齢にまたがって徴収率１００％というその下に

普通徴収保険税は一般医療ということで９６％、普通ならば１００％という

ふうに介護も国保も後期高齢もあるんですけれども、未収率についても４％

のマイナス減というふうに書いてありますけれども、この辺はどういうんで

しょうか。 

○議長 千野榮治  収納率が１００％ではないというので、それを聞きたいという

こと。 

○１番 木暮弘元  そうです。 

○議長 千野榮治  だれが答える。福祉課長 

○福祉課長 神宮喜美  まず、国民健康保険税でございますが、特別徴収につきま

しては口座からの引き落としということでございまして、収納率１００％、

普通徴収につきましては９５．５％を見込んだ予算となっております。残り

が滞納者もいるかと思いますが。介護保険につきましては、特別徴収は１００％、

普通徴収につきましては９５％を見込んだ予算でございます。 

○議長 千野榮治  木暮君 

○１番 木暮弘元  それでは、振り込んだやつは全部もらえて、振り込まないやつ

はどんなような方法なんでしょうか、徴収は。それと、滞納者について、２

款では督促というような手数料も出ているんですけれども、その未納者に対

しては、どんなような収納率というのはどういうふうになって収納されてい

るのかなと思って、お伺いしたいんですけれども。 

○議長 千野榮治  住民税務課長 

○住民税務課長 市川隆  お答えさせていただきます。 

     口座振替等によって納めていただいている方以外は、普通徴収の中で直接

金融機関、またはコンビニ等に行って納入をしていただいております。 

○議長 千野榮治  木暮君 

○１番 木暮弘元  それでは、保険料が後期高齢医療保険なんか大分上がると、新

聞で見ると９．３％も上がるということで、弱者の方々に例えば振り込みで

引き落とせない方々には大変おごとの部分かなと思うし、徴収に行くのも大
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変だなということなんで、その辺はどのように考えているんですか。 

○議長 千野榮治  住民税務課長 

○住民税務課長 市川隆  滞納者につきましては、徴収係、税務課の徴収係とまた

福祉課の介護保険、国保、後期高齢の係と一緒に合同で滞納整理に一緒に出

かけたりして、臨戸訪問という形で、滞納者につきましては徴収に伺ってお

ります。 

○議長 千野榮治  木暮君 

○１番 木暮弘元  今聞きましたら大変な仕事だなと思っております。これも後期

高齢者の保険料が上がりますと、生活が大変苦しくなって、生保に移行する

とかというふうな部分もありますので、ぜひその辺は当局として格段の福祉

配慮が必要じゃないかなと私は思います。以上です。 

○議長 千野榮治  ほかに質疑はございますか。島﨑君 

○８番 島﨑紘一  一般会計補正予算の２０号の６ページをお願いします。繰越明

許費、土木費ですけれども、これについてもうちょっと詳しく説明をお願い

します。 

○議長 千野榮治  農林建設課長 

○農林建設課長 小井土茂  ご質問の土木費の繰越明許費につきましてですけれど

も、上の町営住宅管理２，０９４万７，０００円を次年度に繰り越しするに

つきまして今現在、しらかば団地で超寿命化のために外壁と屋根の工事をや

っています。それにつきまして国からの内示決定が来たのが１１月過ぎとい

う格好で、この２月に発注しましたものですから、期間的に間に合わないと

いうことで、工事の前払い金の４０％を除いた額につきまして繰り越させて

もらっております。次に、町営住宅建設費６１０万円の次年度の繰り越しに

つきましては、やはり下町交差点のところに町営住宅を発注しまして、そち

らのほうにつきましても県の補償工事等、また今、あそこに電柱、交差点の

ところでありますので、信号機等が動かない状況でございます。それらの格

好で今のところにつきましては、年度内に完成する見込みがありませんので、

前払い金、総事業費にしまして約１，０００万の請負工事でありますけれど

も、それに対して４０％を前払いした残り６１０万円ほどにつきまして繰り

越させてもらいたいと思っています。これにつきましては８月ごろまでに完

成できればと見込んでおります。 

○議長 千野榮治  島﨑君 

○８番 島﨑紘一  下町の住宅団地は、入札はいつやったんだっけ。 

○議長 千野榮治  農林建設課長 
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○農林建設課長 小井土茂  ２月でございます。 

○議長 千野榮治  島﨑君 

○８番 島﨑紘一  当然入札のときに工期があるわけですけれども、そのときは既

にこれわかっていたわけですか。工期はいつで契約したわけですか。 

○議長 千野榮治  農林建設課長 

○農林建設課長 小井土茂  工期のところにつきましては、今繰越明許の補正のほ

うを今回お願いしてありますので、その前につきましては一応３月３１日ま

での工期という格好で、これでご承認をされましたら工期の変更をさせても

らいたいと思っています。 

○議長 千野榮治  ほかに質疑ございますか。木暮君 

○１番 木暮弘元  消防費のすみません、ページは５６ページ。 

○議長 千野榮治  会計名も言ってくれる。 

○１番 木暮弘元  ２４年度。すみません。 

○議長 千野榮治  まだ２３年度の補正予算をやっているんだけれども、きちっと

把握してくださいよ。 

○１番 木暮弘元  わかりました。 

○議長 千野榮治  ほかに。佐藤君 

○１２番 佐藤公夫  一般会計補正予算、ページが２２ページ、商工振興費、小口

資金融資対策の４８万７，０００円、損失補てんという代位弁済というお話

でしたけれども、この融資は何年何月に幾ら融資して、自己の金額は幾らか。

あわせて、２３年度中に代位弁済をした金額がこれと合わせて総合計でいく

ら代位弁済が発生しているのか。 

○議長 千野榮治  商工観光課長 

○商工観光課長 金井義富  お答えさせていただきます。代位弁済の関係ですけれ

ども、貸し付け年月日が平成１８年１１月２８日ということでございます。

借り入れ期間が７２カ月でございます。未回収残金が２４４万円の２０％と

いうことでございます。それと、平成２３年度中でございますけれども、平

成２３年度中につきましては、５件ございます。５件の合計額は金額が３３９

万ぐらい、ぐらいという言い方はちょっと申しわけないんですけれども、端

数はちょっとわかりませんので、一応３９９万円ということでお願いしたい

と思います。 

○議長 千野榮治  ほかにございますか。佐藤君 

○１２番 佐藤公夫  同じく一般会計１２ページ、教育費県補助金、社会教育費補

助金の減額の１０２万９，０００円、何の事業がこれだけできなかったのか。 
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○議長 千野榮治  教育課長 

○教育課長 茂木政美  緊急雇用の補助金でございまして、事業に充てたものとす

れば伝統的地域産業及び文化調査事業といいまして、その地域においてこの

ような文化がある、このような伝統的なものがあったという調査でございま

す。入札した結果、これだけの差額が出てきたというものでございます。以

上です。 

○議長 千野榮治  岡田君 

○１１番 岡田武二  ２０号議案でお願いいたします。ページ数は１７ページにな

ります。バス運行費に当たって、南牧村乗り合いバス運行負担金が１９万

３，０００円になっている、この理由をちょっと教えてください。 

○議長 千野榮治  企画財政課長 

○企画財政課長 神戸康全  お答えさせていただきます。南牧村勧能線のバスでご

ざいますけれども、南牧のほうの委託料がふえたということに対しまして、

距離割で下仁田町のほうから負担をしているんですけれども、その委託料が

ふえたということで、この分がふえたということになってございます。 

○議長 千野榮治  岡田君 

○１１番 岡田武二  ということは、この１９万３，０００円というのは、新年度

の予算に反映されるということで解釈してよろしいんでしょうか。 

○議長 千野榮治  企画財政課長 

○企画財政課長 神戸康全  新年度の予算には、影響はないと思います。いずれに

しても、新年度は新年度で新たに委託しますものですから、それについての

距離割で計算されるということになります。 

○議長 千野榮治  岡田君 

○１１番 岡田武二  今年度の予算は幾らになりますか、総額は。 

○議長 千野榮治  岡田君、２４年度は２４年度でしてもらいたいんだけれども、

これはここでやって、２４年度のときに質問してください。 

○１１番 岡田武二  ２４年度でやるとですね、それなんでここでやらせてもらっ

ているんですけれども、予算決算でやるということになると、ちょっと大変

なんであれなんですけれども、というのは今年度１９万３，０００円ふえて、

来年度が１５６万２，０００円の予算を組んであるんですよ。ですから、今

年度の予算が幾らだというと価格が出るんで聞いているんで、理解をしてい

ただきたいんですが。 

○議長 千野榮治  できれば２４年度の上程をして、２４年度のときにその１５０

万がおかしいんじゃないかという質問をしていただければと思いますけれど
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も、お願いいたします。ほかに質疑ございますか。佐藤君 

○１２番 佐藤公夫  ２０号議案ですけれども、これ金額に関係ないこと、覚えて

いるときに言っておかないとあれなんで、まず消防費、出初め式が文化ホー

ル屋内で開催される機会が４年目ぐらいになるのかな。受賞者と来賓議員の

席を現状行われてきたような席でなくて、もう少し配慮した配置にしておい

ていただきたいということと。 

     教育の中の成人式、もう少し趣向を変えられた成人式をするようにお願い

しておきたいと思います。 

○議長 千野榮治  要望でよろしいですね。 

○１２番 佐藤公夫  要望じゃないです。 

○議長 千野榮治  何ですか。意見ですね。佐藤君 

○１０番 佐藤博  １つだけ、２０号議案の一般会計補正予算の１２ページ、１６

款の財産収入、不動産の売払収入、当初予算に比較して増額の補正の金額が

大きいんで、ちょっとこの詳細を教えてください。 

○議長 千野榮治  企画財政課長 

○企画財政課長 神戸康全  この普通財産売払収入の増は、大山国有林の分収林が

ございますけれども、それの売り払いによるものでございます。７１４万円

ございました。 

○議長 千野榮治  佐藤君 

○１０番 佐藤博  そうしますと１件で７１４万、ちょっと数字が大きいんですけ

れども、これどのくらいの面積であったんだか、面積的な内容をお知らせく

ださい。 

（「休憩をお願いします」の声あり） 

○議長 千野榮治  暫時休憩いたします。 

    休  憩  午後 １時５９分 

    再  開  午後 ２時０５分 

○議長 千野榮治  休憩を解いて再開いたします。企画財政課長 

○企画財政課長 神戸康全  お答えさせていただきます。所在が下仁田町大字吉崎

字大山国有林でございます。その分収林の設定年月日は昭和２６年１月１０

日、面積が８万９，４７１平米、樹種、輪齢でございますが、杉の６１年生、

数量が材積で２，５４２．５６立方メートル、当初立方当たり３，０００円

ということだったんですけれども、入札の結果３，５００円になりまして、

トータルで８９２万５，０００円、造林者である町に８割、国が２割という

ことで７１４万になってございます。以上です。 
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○議長 千野榮治  佐藤君 

○１０番 佐藤博  数字のことはよくわかりました。山が金になるのかなというふ

うにも思ったんですけれども、どこもみんなそうではない、ここだけのこと

なのかもしれないと。この後の植林とかということは、今後想定されるのか

どうか、そのまま置くのかどうか、ちょっと予算ではないんですけれども、

そこだけ聞かせておいてください。 

○議長 千野榮治  企画財政課長 

○企画財政課長 神戸康全  町の所有であれば、造林だとかそういうことも考えら

れるんですけれども、国有林の分収林契約でございましたので、地べたが国

のものですから、町としてはちょっと考えられないということでございます。 

○議長 千野榮治  ほかにございますか。佐藤君 

○１２番 佐藤公夫  １５ページの行政区運営５６万５，０００円の減額補正です

けれども、事業をしなかった行政区はどことどこでしょう。 

○議長 千野榮治  総務課長 

○総務課長 永井正信  お答えをさせていただきます。しなかった、したところを。 

（「しなかったところ、減額補正だから事業をしなかったから減額 

 補正なんでしょう」の声あり） 

○総務課長 永井正信  そうなんですけれども、余りにも数が多いんで。 

（「後で書類くれればいいよ」の声あり） 

○議長 千野榮治  それでは、後で書類を提出してください。 

○総務課長 永井正信  はい、後でお届けします。 

○議長 千野榮治  ほかにございますか。堀口君 

○９番 堀口博志  ２０号議案、補正なんですけれども、歳入１２款、１４款、１５

款なんですけれども、これは分担金及び負担金、それから国庫負担金並びに

県の支出金ですか、県負担金ですか、この中で保育所なんです、みんな。説

明であったか何か、当初より園児が増員になってのことだと思うんですけれ

ども、何人ぐらいこれは増員になっているんでしょうか。足すと民間３園な

んだと思うんですけれども、足すとかなりの金額なんで何人ぐらい増員にな

っているんでしょうか。 

○議長 千野榮治  福祉課長 

○福祉課長 神宮喜美  お答えします。保育所運営費の負担金でございますが、当

初１３４人を見込んでおりました。実績では、見込みで１５９人ということ

でございます。 

○議長 千野榮治  堀口君 
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○９番 堀口博志  ３園ですよね。３園にわたって要するに１３４人が３園に今の

結果として約１５９人になったということですよね。それと１２、１４、１５

の部分と人数によって配分されるものだと思うんですけれども、その辺はい

かがですか。 

○議長 千野榮治  福祉課長 

○福祉課長 神宮喜美  数字的なものは、ちょっと持ち合わせてございませんが、

低年齢児ほど高い負担金と申しますかが、出るということでございます。 

○議長 千野榮治  堀口君 

○９番 堀口博志  そこでちょっと認識不足なんで、園児がふえるから負担金なり

支出金が来るということはわかるんですけれども、そうすると同じ極端で考

えてはいけないんですけれども、学校なんかの問題で考えますと、当然保育

園と違うことなんですけれども、１つのクラスというか、１つの保育士とい

うんですか、これで保育というんか、できる人数、要するにこれが１人ふえ

ることによって、どういう経費がかかるからこういうものをつくるんかとい

うことがわからないんですよ。人数がふえるから単にふえると、１人当たり

がふえてくるんかということだと思うんだけれども、じゃ１人の保育士が仮

に５人持てると、その中の運営費なり何かで決まっているとすると、そうす

るとそこがたまたま３人だったところ２人ふえたとしてもその許容範囲とい

うふうに考えたらいいのか。要するにただ単に１人の保育士が１人を受け持

っていて、１人ふえると費用がふえてくるんか、どういうことによってこれ

が。あとは、先ほど課長の説明にあるように、ゼロ歳児から６歳まであるわ

けだから、ゼロ歳児の手がかかるところには当然多く出ることだと思うんだ

けれども、ただそれが１人の保育士によって何人の許容範囲だとか、そうい

うものはあるんですか。 

○議長 千野榮治  福祉課長 

○福祉課長 神宮喜美  園児１人に対しての基準というものがございまして、ゼロ

歳児の場合は何人までで保母さんが１名とか、そういう基準はございます。

だんだん年齢が上がるに連れて人数が多くなるということでございますが、

細かい資料を持ち合わせございませんで、基準については後ほどまた表があ

りますので、お知らせしたいと思いますが、よろしくお願いします。 

○議長 千野榮治  堀口君 

○９番 堀口博志  よろしくお願いします。 

○議長 千野榮治  それでは後でそれを提示してください。 

     ほかにございますか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  質疑がないようですので、質疑を終結し、第２０号議案から第

２７号議案の８議案につきましては、予算決算特別委員会に付託をしたいと

思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  異議ないものと認め、予算決算特別委員会に付託することに決

定いたしました。 

──────────────────── 

○議長 千野榮治  次に日程第２０、第２８号議案から第３５号議案までを一括議

題といたします。 

     まず第２８号議案 平成２４年度下仁田町一般会計予算から順次説明を願

います。企画財政課長 

（神戸康全企画財政課長 登壇） 

○企画財政課長 神戸康全  命によりまして、第２８号議案を朗読し、ご提案ご説

明申し上げます。 

     第２８号議案 平成２４年度下仁田町一般会計予算、平成２４年度下仁田

町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

     歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ４６億

１，５００万円と定める。第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分

ごとの金額は、第１表、歳入歳出予算による。 

     債務負担行為、第２条、地方自治法第２１４条の規定により債務を負担す

る行為をすることができる事項、期間及び限度額は、第２表債務負担行為に

よる。 

     地方債、第３条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことが

できる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、

第３表地方債による。 

     一時借入金、第４条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時

借入金の借り入れの最高額は５億円と定める。 

     歳出予算の流用、第５条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定

により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のと

おりと定める。第１号、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る

予算額に過不足を生じた場合における同一款内でこれらの経費の各項の間の

流用。第２号、各項に計上した旅費、需用費及び役務費に係る予算額に過不

足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 
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     平成２４年３月５日提出、下仁田町長、金井康行。 

     ２ページをお願いします。第１表歳入歳出予算でございますが、款の区分

と金額のみを申し上げます。 

     歳入、１款町税９億１，７６４万８，０００円、２款地方譲与税

６，１８０万円、３款利子割交付金２４０万円、４款配当割交付金１００万

円、５款株式等譲渡所得割交付金５０万円、６款地方消費税交付金８，４００

万円、７款ゴルフ場利用税交付金１，６７０万円、８款自動車所得税交付

金１，４７０万円、９款地方特例交付金１３０万円、１０款地方交付税

２１億５００万円、１１款交通安全対策特別交付金１３９万８，０００円、

１２款分担金及び負担金５，３８４万８，０００円、１３款使用料及び手数

料６，０５８万７，０００円、１４款国庫支出金２億１，５１２万７，０００

円、１５款県支出金３億６，２６７万２，０００円、１６款財産収入３４３

万６，０００円、１７款寄附金１４万２，０００円、１８款繰入金１９３万

６，０００円、１９款繰越金１，０００円。次のページをお願いします。２０

款諸収入１億６５０万５，０００円、２１款町債６億４３０万円、歳入合計

４６億１，５００万円。 

     ５ページをお願いします。次に、歳出でございます。１款議会費８，１２６

万７，０００円、２款総務費５億７，６０３万９，０００円、３款民生費

１０億３，５８０万６，０００円、４款衛生費１０億２，２４６万円、５款

労働費２１１万１，０００円、６款農林水産業費２億４５万９，０００円、

７款商工費１億４，７７５万５，０００円、８款土木費１億２，４６７万

３，０００円。次のページお願いします。９款消防費２億８，５２９万

４，０００円、１０款教育費４億７，４３１万４，０００円、１１款災害復

旧費１万３，０００円、１２款公債費６億４，９９７万８，０００円、１３款諸

支出金４８３万１，０００円、１４款予備費１，０００万円、歳出合計４６

億１，５００万円でございます。 

     次に、８ページをお願いします。第２表債務負担行為でございますが、事

項、期間を定めてございます。事項については土地開発公社の借入金に対す

る債務保証について、期間を平成２４年度から債務完了の年度までとし、

２，７０３万９，０００円に約定利息を加えた額を限度額と定めるものでご

ざいます。次に、第３表地方債でございますが、下記４項目について、目的

別の限度額を合わせて６億４３０万円に、また起債の方法、利率及び償還の

方法について、ここに記載のとおり定めたいとするものでございます。 

     ９ページをお願いいたします。次に歳入歳出予算事項別明細書でございま
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すが、１の総括につきましては説明を省略させていただきます。また２の歳

入及び３の歳出につきましては、さきの議会全員協議会でご説明いたしまし

たので、省略させていただきます。以上でございますが、よろしくお願いい

たします。 

○議長 千野榮治  以上で一般会計予算の説明が終わりました。 

     続いて、第２９号議案 平成２４年度下仁田町国民健康保険特別会計予算、

第３０号議案 平成２４年度下仁田町後期高齢者医療特別会計予算及び第

３１号議案 平成２４年度下仁田町介護保険特別会計予算について、福祉課

長から説明を願います。福祉課長 

（神宮喜美福祉課長 登壇） 

○福祉課長 神宮喜美  それでは、８１ページをお願いします。命によりまして、

第２９号議案から第３１号議案を朗読し、ご提案ご説明申し上げます。 

     第２９号議案 平成２４年度下仁田町国民健康保険特別会計予算、平成

２４年度下仁田町の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

     歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１１億

５，６１６万４，０００円と定める。２項、歳入歳出予算の款項の区分及び

当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算による。 

     一時借入金、第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時

借入金の借り入れの最高額は５，０００万円と定める。 

     歳出予算の流用、第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定

により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次の

とおりと定める。第１号、各項に計上した旅費、需用費及び役務費に係る予

算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の

流用。２号、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合にお

ける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

     平成２４年３月５日提出、下仁田町長、金井康行。 

     次のページをお願いいたします。第１表、歳入歳出予算でございます。款

の区分と金額のみ申し上げます。 

     歳入、１款国民健康保険税２億３，４９９万８，０００円、２款使用料及

び手数料８万２，０００円、３款国庫支出金２億５，５６１万９，０００円、

４款療養給付費交付金６，３６２万７，０００円、５款前期高齢者交付金２

億６，９７１万４，０００円、６款県支出金６，３９０万３，０００円、７

款共同事業交付金１億４，７３３万６，０００円、８款財産収入５，０００
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円、９款繰入金１億１，８７４万４，０００円、１０款繰越金１，０００

円、１１款諸収入２１３万５，０００円、歳入合計でございます。１１億

５，６１６万４，０００円としたいとするものでございます。 

     次のページをお願いいたします。歳出でございます。１款総務費６６５万

２，０００円、２款保険給付費７億７，０１２万円。３款後期高齢者者支

援金等１億４，１８１万円、４款前期高齢者納付金等１５万９，０００円、

５款老人保健拠出金１万５，０００円、６款介護納付金６，８０４万

６，０００円、７款共同事業拠出金１億３，９５３万８，０００円、８款

保健事業費１，３０４万円、９款基金積立金５，０００円、１０款公債費

５３万７，０００円、１１款諸支出金１２４万２，０００円、１２款予備

費１，５００万円、歳出合計１１億５，６１６万４，０００円としたいとす

るものでございます。 

     次のページをお願いいたします。歳入歳出予算事項別明細書、１の総括に

つきましては省略させていただきます。２の歳入、３の歳出につきましては、

さきの全員協議会で説明させていただきましたので、省略させていただきま

す。 

     続きまして１０１ページをお願いいたします。第３０号議案 平成２４年

度下仁田町後期高齢者医療特別会計予算、平成２４年度下仁田町の後期高齢

者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

     歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億

３，４３８万４，０００円と定める。２、歳入歳出予算の款項の区分及び当

該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算による。 

     一時借入金、第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時

借入金の借り入れの最高額は、１，０００万円と定める。 

     歳出予算の流用、第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定

により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のと

おりと定める。１号、各項に計上した需用費及び役務費に係る予算額に過不

足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

     平成２４年３月５日提出、下仁田町長、金井康行。 

     次のページをお願いします。第１表歳入歳出予算でありますが、款の区分

と金額のみ申し上げます。 

     歳入、１款後期高齢者医療保険料７，７６９万円、２款使用料及び手数料

２万８，０００円、３款繰入金５，５８９万９，０００円、４款繰越金

１，０００円、５款諸収入７６万６，０００円、歳入合計１億３，４３８万
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４，０００円としたいとするものでございます。 

     次に歳出でございます。１款総務費１６９万５，０００円、２款保健事業

費１０６万８，０００円、３款後期高齢者医療広域連合納付金１億３，０６１

万８，０００円、４款諸支出金２，０００円、５款公債費１，０００円、６款予

備費１００万円、歳出合計１億３，４３８万４，０００円としたいとするも

のでございます。 

     次のページをお願いいたします。歳入歳出予算事項別明細書でございます

が、１の総括につきましては省略させていただきます。次の２の歳入、３の

歳出につきましては、さきの全員協議会で説明させていただきましたので、

省略させていただきます。 

     次に１１１ページをお願いいたします。第３１号議案 平成２４年度下仁

田町介護保険特別会計予算、平成２４年度下仁田町の介護保険特別会計の予

算は、定めるところによる。 

     歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１１億

９，６９３万３，０００円と定める。２項、歳入歳出予算の款項の区分及び

当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算による。 

     一時借入金、第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時

借入金の借り入れの最高額は２，０００万円と定める。 

     歳出予算の流用、第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定

により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のと

おりと定める。１号、各項に計上した旅費、需用費及び役務費に係る予算額

に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

２号、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同

一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

     平成２４年３月５日提出、下仁田町長、金井康行。 

     次のページをお願いいたします。第１表歳入歳出予算。款の区分と金額の

み申し上げます。 

     歳入、１款保険料１億９，９７１万４，０００円、２款使用料及び手数料

２万５，０００円、３款国庫支出金３億８４６万５，０００円、４款支払基

金交付金３億４，００７万９，０００円、５款県支出金１億８，８２４万

７，０００円、６款財産収入９，０００円、７款繰入金１億６，０３７万

３，０００円、８款繰越金１，０００円、９款諸収入２万円、歳入合計１１

億９，６９３万３，０００円としたいとするものでございます。 

     次のページをお願いいたします。歳出、１款総務費１，０２９万円、２款
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保険給付費１１億６，５１５万円、３款財政安定化基金拠出金１，０００

円、４款基金積立金９，０００円、５款地域支援事業費２，０４７万９，０００

円、６款公債費１，０００円、７款諸支出金３，０００円、８款予備費１００

万円。歳出合計１１億９，６９３万３，０００円としたいとするものでござ

います。 

     次のページをお願いいたします。歳入歳出予算事項別明細書でございます

が、１の総括につきましては説明を省略をさせていただきます。２の歳入、

３の歳出につきましては、さきの全員協議会で説明させていただきましたの

で、省略させていただきます。以上ですが、よろしくお願いいたします。 

○議長 千野榮治  次に、第３２号議案 平成２４年度下仁田町簡易水道事業特別

会計予算について、水道課長から説明を願います。ガス水道課長 

（竹内芳則ガス水道課長 登壇） 

○ガス水道課長 竹内芳則  それでは命によりまして、第３２号議案を朗読し、ご

提案ご説明申し上げます。 

     第３２号議案 平成２４年度下仁田町簡易水道事業特別会計予算、平成

２４年度下仁田町の簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

     歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億

１，０７８万２，０００円と定める。第２項、歳入歳出予算の款項の区分及

び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算による。 

     地方債、第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことが

できる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、

第２表地方債による。 

     一時借入金、第３条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時

借入金の借り入れの最高額は２，０００万円と定める。 

     歳出予算の流用、第４条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定

により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のと

おりと定める。第１号、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る

予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間

の流用。第２号、各項に計上した需用費及び役務費に係る予算額に過不足を

生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

     平成２４年３月５日提出、下仁田町長、金井康行。 

     次のページをごらんいただきたいと思います。第１表歳入歳出予算でござ

いますが、款の区分と金額のみ申し上げます。 
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     １款水道事業収入６，１９５万６，０００円、２款分担金及び負担金４２

万４，０００円、３款国庫支出金２７３万２，０００円、４款繰入金１，０２３

万９，０００円、５款繰越金１，０００円、６款諸収入１，２８３万円、７款

町債２，２６０万円、歳入合計１億１，０７８万２，０００円としたいと

するものでございます。 

     次のページをごらんください。歳出でございます。１款水道事業費１億

１，０２８万２，０００円、２款予備費５０万円、歳出合計１億１，０７８

万２，０００円としたいとするものでございます。 

     次のページをごらんください。第２表、地方債、起債の目的でございます

けれども、簡易水道施設改良事業債としまして、簡易水道事業債で１，１３０

万円、過疎対策事業債で１，１３０万円、限度額の合計で２，２６０万円で

ございます。起債の方法、利率、償還の方法につきましては、記載のとおり

でございます。 

     次に歳入歳出予算事項別明細書でございますが、１の総括につきましては

説明を省略させていただきます。２の歳入、３の歳出につきましては、さき

の全員協議会で説明させていただきましたので、説明は省略させていただき

ます。 

     以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 千野榮治  次に、第３３号議案 平成２４年度下仁田町浄化槽整備事業特

別会計予算について、農林建設課長から説明を願います。農林建設課長 

（小井土茂農林建設課長 登壇） 

○農林建設課長 小井土茂  １４９ページをお開きください。命により、第３３号

議案を朗読し、ご説明、提案申し上げます。 

     第３３号議案 平成２４年度下仁田町浄化槽整備事業特別会計予算、平成

２４年度下仁田町の浄化槽整備事業特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

     歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６，５３３

万８，０００円と定める。２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ご

との金額は、第１表歳入歳出予算による。 

     地方債、第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことが

できる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は第

２表地方債による。 

     一時借入金、第３条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時

借入金の借り入れの最高額は、２，０００万円と定める。 
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     歳出予算の流用、第４条、地方自治法第２２０条第２項のただし書きの規

定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次の

とおり定める。１号、各項に計上した需用費及び役務費に係る予算額に過不

足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

     平成２４年３月５日提出、下仁田町長、金井康行。 

     次のページをお願いいたします。第１表歳入歳出予算については、款の区

分及び金額のみ朗読させてもらいます。 

     歳入、１款分担金及び負担金８３７万円、２款使用料及び手数料９０４万

６，０００円、３款国庫支出金１，５２２万８，０００円、４款県支出金

８３０万６，０００円、５款財産収入４，０００円、６款繰入金３８８万

１，０００円、７款繰越金１，０００円、８款諸収入２，０００円、９款町

債２，０５０万円、歳入合計６，５３３万８，０００円としたいものでござ

います。 

     次に歳出でございます。１款浄化槽事業費６，１００万７，０００円で

ございます。２款公債費３８３万１，０００円、３款予備費５０万円、

歳出合計６，５３３万８，０００円としたいものでございます。 

     次のページをお願いいたします。２表、地方債、起債の目的につきまして

は、下水道事業債１，０３０万円、過疎対策事業費１，０２０万円、限度額

計２，０５０万円、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、表に記

載のとおり定めたいものでございます。 

     次に、歳入歳出予算事項別明細書につきましては、１の総括につきまして

は説明を省略させてもらいますので、よろしくお願いします。次の２の歳入、

３の歳出につきましては、さきの全員協議会でご説明申し上げましたので、

省略させてもらいます。 

     以上ですので、よろしくお願いします。 

○議長 千野榮治  次に、第３４号議案 平成２４年度下仁田町水道事業会計予算

及び第３５号議案 平成２４年度下仁田町ガス事業会計予算について、ガス

水道課長から説明を願います。ガス水道課長 

（竹内芳則ガス水道課長 登壇） 

○ガス水道課長 竹内芳則  それでは命によりまして、第３４号議案及び第３５号

議案を朗読し、ご提案ご説明申し上げます。 

     第３４号議案 平成２４年度下仁田町水道事業会計予算、総則、第１条、

平成２４年度下仁田町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

     業務の予定量、第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。給水戸数
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２，３６３戸、年間給水量７１万７９８㎥、１日平均給水量１，９４７㎥。 

     収益的収入及び支出、第３条、収益的収入及び支出の予定額は次のとおり

と定める。款の区分と金額のみ申し上げます。収入、第１款水道事業収益１

億７，３５９万２，０００円、支出、第１款水道事業費用１億７，３１５万

２，０００円。 

     次のページをごらんいただきたいと思います。資本的収入及び支出、第４

条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。資本的収入額が

資本的支出額に対して不足する額６，０５７万５，０００円は、当該年度分

損益勘定留保資金５，２０４万７，０００円、建設改良積立金８１６万

８，０００円で補てんするものとする。収入でございますが、款の区分と金

額のみ申し上げます。第１款資本的収入４，９３５万２，０００円。支出、

第１款資本的支出１億９９２万７，０００円。 

     企業債、第５条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方

法は、次のとおりと定める。起債の目的、配水本管布設替工事、限度額

３６０万円。起債の方法、証書借り入れ、利率年５％以内。償還の方法、貸

付先の融資条件による。 

     予定支出の各項の経費の金額の流用、第６条、予定支出の各項の経費の金

額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。第１款水道事業費

用、第１項営業費用、第２項営業外費用。 

     議会の議決を経なければ流用することができない経費、第７条、次に掲げ

る経費は、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以

外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければなら

ない。職員給与費４，７０３万円。 

     他会計からの補助金、第８条、水道水源開発事業に係る企業債、簡易水道

統合整備事業に係る簡易水道事業債、過疎債の元利償還等及び子ども手当に

要する経費のために一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は６，８２６

万５，０００円である。 

     棚卸資産購入限度額、第９条、棚卸資産購入限度額は４７万８，０００円

と定める。 

     平成２４年３月５日提出、下仁田町長、金井康行。 

     次のページの平成２４年度下仁田町水道事業会計予算実施計画書以降につ

きましては、さきの全員協議会でご説明申し上げましたので、説明は省略さ

せていただきます。 

     それでは次に、第３５号議案 平成２４年度下仁田町ガス事業会計予算
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でございます。総則、第１条、平成２４年度下仁田町ガス事業会計の予算は、

次に定めるところによる。 

     業務の予定量、第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。供給戸数

１，４１６戸、年間供給量８１万３，８６０立方メートル、１日平均供給量

２，２３０立方メートル。 

     収益的収入及び支出、第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとお

りと定める。款の区分と金額のみ申し上げます。収入、第１款ガス事業収益

１億５，６９１万２，０００円、支出、第１款ガス事業費用１億５，１１７

万１，０００円。 

     次のページをごらんください。資本的収入及び支出、第４条、資本的収入

及び支出の予定額は、次のとおりと定める。資本的収入額が資本的支出額に

対して不足する額２，０９６万５，０００円は当年度分消費税及び地方消費

税資本的収入調整額９４万７，０００円、過年度分損益勘定留保資金１，４０９

万２，０００円、当年度分損益勘定留保資金５１１万６，０００円で補てん

するものとする。収入、第１款資本的収入１，４８０万２，０００円。支

出、第１款資本的支出３，５７６万７，０００円。 

     企業債、第５条、起債の目的、限度額、記載の方法、利率及び償還の方法

は、次のとおりと定める。起債の目的、ガス本管布設替工事。限度額１，１１０

万円。起債の方法、証書借入、利率年５．０％以内、償還の方法、貸付先の

融資条件による。 

     一時借入金、第６条、一時借入金の限度額は１，０００万円と定める。 

     予定支出の各項の経費の金額の流用、第７条、予定支出の各項の経費の金

額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。第１款ガス事業費

用、第１項営業費用、第２項営業外費用。 

     議会の議決を経なければ流用することができない経費、第８条、次に掲げ

る経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、また

はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけ

ればならない。職員給与費４，４４０万７，０００円。 

     他会計からの補助金、第９条、職員の子ども手当に要する経費のために一

般会計からこの会計へ補助を受ける金額は７６万６，０００円である。 

     棚卸資産購入限度額、第１０条棚卸資産購入限度額は、６，０８７万

１，０００円と定める。 

     平成２４年３月５日提出、下仁田町長、金井康行。 

     次ページの平成２４年度下仁田町ガス事業会計予算実施計画書以降につき
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ましては、さきの議会全員協議会でご説明申し上げましたので、説明は省略

させていただきます。 

     以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 千野榮治  ここで暫時休憩をしたいと思います。 

     再開は３時１０分からやりたいと思いますので、お願いいたします。 

    休  憩  午後 ２時５５分 

    再  開  午後 ３時１０分 

○議長 千野榮治  休憩を解いて再開いたします。 

     保健環境課長が治療のために退席をいたしましたので、掛川課長補佐がか

わりに入ります。お願いいたします。 

     それでは提案理由が終わりましたので、第２８号議案から第３８号議案ま

でに対する質疑に入ります。 

     質疑に際しましては、会計名とページ数を申し述べていただきますよう、

あらかじめお願いをいたしておきます。岩崎君 

○４番 岩崎正春  ２８号議案の２４年度の一般会計全般にわたるんで、あしたの

決算予算でなくて、ここでさせていただきます。まず、手当に関してのこと

なんですけれども、７０ページに職員手当の内訳の一覧表が載っております。

これに関して質問させてもらいますけれども、まず今年度いっぱいでやめら

れる職員の数と採用予定の職員数を、氏名がわかれば、差し支えない範囲で

お願いします。ここにいる課長さんだけでもいいよ。 

○議長 千野榮治  だれが答えるのかな。当初予算を組んであるわけだから、そこ

ら辺で名前を伏せても構いませんので、発表してください。はいどうぞ。 

○総務課長 永井正信  それでは、退職と採用についてご報告をさせていただきた

いと思います。退職は９名、そのうち定年退職が５名、勧奨退職が３名、依

願退職が１名でございます。採用予定は３名でございます。 

○議長 千野榮治  岩崎君 

○４番 岩崎正春  どうもありがとうございます。この時間外勤務手当というのは、

一覧表で載っているわけですけれども、全般的に制度、給与条例も変わりま

したり、課の設置条例も設置されたりということで、大幅な中身も変わるか

なと思いますけれども、全般的に減っているのにかかわらず、時間外手当が

本年度はこんなにふえているんですけれども、今からふえる予定というのは

どのような内容でしょうか。 

○議長 千野榮治  総務課長 

○総務課長 永井正信  お答えをさせていただきます。 
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     ２４年度予算につきまして、特に１８８万円が増となっておりますけれど

も、実際に時間外のほうの実態が不足していましたので、決算を加味して計

上させていただきました。 

○議長 千野榮治  岩崎君 

○４番 岩崎正春  課の設置条例と、課が減るわけですけれども、それによって残

業がふえるということを予想したのかなというふうなちょっと疑ったんです

けれども、できれば課の設置が変更になるとともに、業務の効率化等を図り、

時間外手当を極力抑えるような姿勢を示す予算になってほしいなという思い

があったので、質問させていただきました。これは予算なんであれなんです

けれども、残業１４％の勤務手当がふえるということで、これ非常によろし

くないなと思いますので、ふえないように決算の段階ではしていただきたい

と、このように思います。 

○議長 千野榮治  ほかにございますか。佐藤君 

○１０番 佐藤博  開いてもらっているところで、岩崎議員がさきに質問したんで

すけれども、時間外手当の増、この上のところは期末手当が１０２名で勤勉

手当が１０１名、同じ人数になるのかなと思ったら１名違うんで、これは間

違いじゃないと思うんですけれども、それの確認と。あわせて職員数が先日、

総務課長さんのお話では企業会計を合わせて１１６名が９名減の１０７名分

で計上しているという、その辺とこの資料、今のお話との数字がどうも食い

違ってきているのかなというふうな感じがしているのが１点と。もう１点、

職員数はおおむねこれでわかりましたが、わかろうとしているんですけれど

も、これ以外に臨時職員数というのは、どこかに記載があるのかどうか、ち

ょっと見つけても見つからないんで、その辺の数をひとつお知らせいただき

たいと思います。 

○議長 千野榮治  総務課長 

○総務課長 永井正信  まず、臨時職員の記載はございません。それと、７０ペ

ージに記載してある数字は一般職で、公営企業の人数がここに入ってきま

す。その関係で誤差というか、違う数字になっております。以上です。 

○議長 千野榮治  佐藤君 

○１０番 佐藤博  正規職員さんの数は減っている形であるということが理解でき

るんですが、その分、臨時でふえているということもあろうかというふうに

は思います。臨時職員さんの数字を２３年度、２４年度の予定でもっての比

較の数字をひとつお示しいただきたい。 

○議長 千野榮治  暫時休憩いたします。 
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    休  憩  午後 ３時１７分 

    再  開  午後 ３時１８分 

○議長 千野榮治  それでは、休憩を解いて再開いたします。総務課長 

○総務課長 永井正信  職員の関係は人数が減って臨時がふえるというのは、今の

ところ１人予定をしております。人数につきましては、ちょっと資料がござ

いませんので、また後日報告をさせていただきたいと思います。 

○議長 千野榮治  佐藤君 

○１０番 佐藤博  付託されましてから、あすまた再度この件を質問させていただ

きますので、各課の全体をひとつ確認していただいて、２３年、２４年度の

比較がわかるようなそんな資料を持ってあす臨んでいただきたいと思います。 

○議長 千野榮治  そういうことでございますので、各課もひとつ数字をつかんで

おいてください。 

     ほかに質疑ございますか。木暮君 

○１番 木暮弘元  消防費、５６ページ、９款消防費なんですけれども、１１です

かね、区分は。節の１１ですね。消防設備費なんですけれども、この内訳の

中に防火用水の設置等が含まれているでしょうか。 

○議長 千野榮治  総務課長 

○総務課長 永井正信  この中に防火水槽の計画はございません。 

○議長 千野榮治  木暮君 

○１番 木暮弘元  私が議員になってから火事が３件ございまして、先般も杉の木

峠で火事がありまして、防火用水の設置は非常によかったかなと思いますの

で、ことしまたは来年に向けて、防火用水の設置がここに入っていなければ、

設置を希望されているところがあるように聞きますので、採択されておりま

すので、ぜひ今後、火災が起きた場合には設置が必要だと思いますので、ぜ

ひ考えていただければなと思います。以上です。 

○議長 千野榮治  そういうことでございます。ほかに質疑ございますか。島崎君 

○８番 島﨑紘一  ２８号議案、一般会計予算の２９ページお願いします。補正予

算のときも質問に出たんですけれども、行政区運営について、ことしも前年

並みの事業量でいくと、そういうことでございますが、３月までの実績につ

いてお伺いします。いずれにしても２４年度に向けてどういう方向で住民の

ニーズにこたえるような形でやっていくか、その辺の工夫、去年のままでい

くと、恐らくさんさんたる状況ではなかろうかなと思うわけですので、その

辺のところをお聞かせいただきます。 

○議長 千野榮治  町長 
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○町長 金井康行  きのうの島崎議員の一般質問にもお答えさせていただいた中に

発言させてもらったんですけれども、昨年も初めてのことで説明をしました

し、区長さんも新しい区長さんということで、一度の説明で何十項目も一度

に言いましたものですから、よく理解がされた人は行政区で検討もした。ま

た、そういったことを同じ行政区でもやっぱり組に分かれているところがあ

りまして、なかなか一般的な利用の方法がよく浸透しなかったという面もご

ざいまして、本年はよく理解していただくように、また再度よく説明をして、

地域力のアップのために使っていただくように、そんな進め方をしていきた

いというふうに思っておりますが、昨年の実績はなかなか４件ということで

とどまっておりました。 

○議長 千野榮治  島崎君 

○８番 島﨑紘一  １２月に予算補正して、また３月、３月もマイナス補正で今の

ところ４件、行政区が名乗りを挙げてやっているという、そういうことなん

ですか。それで、提案に近いような形になりますけれども、補助金のばらま

きと言うと語弊がありますけれども、一律に使ってくださいよと、そういう

ことだとなかなか難しい問題もあると思うので、やはりやる気のあるところ

に積極的に支援をするというか、行政区長が一つの窓口、これは結構なんで

すけれども、やはり行政区長も目の届かないボランティアでやっているよう

な例えばオジサイト等の河川の道路の整備とかあるいは群馬百名山の中の稲

含とか四ツ又とか小沢あたりとか荒船、そういう登山道をボランティアでい

ろいろ整備をしている団体もあるわけですから、やはりそういうところにも

目を向けて、そういった皆さん方にも支援をこれを通じてやれるような形も

一つの工夫かなと思いますので、一つ提案をしておきます。それと、もう一

つ、７０ページをお願いします。６９ページか、給与明細書の中で特別職に

ついて本年度７７７人ということですが、比較だと１５６人減ということに

なっておるわけですけれども、これについてはどういう役職がどういうふう

に減ったんだか、それのところをお願いします。 

○議長 千野榮治  総務課長 

○総務課長 永井正信  この件につきましてもちょっと資料がございませんので、

特別委員会で一緒に答えさせていただきたいと思いますけれども、よろしい

でしょうか、お願いします。 

○８番 島﨑紘一  結構です。 

○議長 千野榮治  佐藤君 

○１０番 佐藤博  特別委員会は手間がかかりそうなんで、きょうまだ時間が
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あるので、きょうのうちに１つ質問をもう一つしておきたいと思います。

一般会計６４ページのふるさとセンター費の中で、さきの説明では小坂鉄

山あるいは駐車場整備というこういう言葉がちょっと残っているんですが、

１３節委託料１，０００万ほど、工事請負費１，０００万ほど公有財産購

入費２５０万ほど、この内容についてちょっとお伺いをさせてください。 

○議長 千野榮治  教育課長 

○教育課長 茂木政美  お答えします。 

     ふるさとセンターの文化財保護費の事業の中に、荒船風穴の石積み復旧、

これ１号風穴でございますが、これが１，７５８万８，０００円、また風穴

の境界にくい打ちをするという作業に１７０万円を見込んでおります。また、

風穴の地形図の作成に４７０万円を見込んでおります。それから、風穴の駐

車場が今現在わざーとあるんですけれども、そこの駐車場をちょっと整備し

ていきたいと。これに伴って今の野菜がつくってある場所なんですけれども、

そこの土地を買い上げて整備していきたいというものでございます。また小

坂鉄山の駐車場の件でございますが、小坂鉄山の駐車場に関しては小坂の駐

在所の前にある土地をお借りして、普通車の駐車場として整備していきたい

と、そのように計画しているところでございます。 

○議長 千野榮治  佐藤君 

○１０番 佐藤博  小坂駐在所前に駐車場を整備しようということですよね。これ

土地を借りようということですかね。これは将来にわたってということにな

るんであろうと思いますので、借り賃と買った場合の想定の研究もぜひして

いただきたいな。将来に借り賃をずっと継続するよりは、今土地は取得する

べきところはしたほうが、将来につけを残さないという方法もあるであろう

というふうに思うのが１点。それから、あそこの今国道の歩道の設置が進ん

でいますけれども、上の畑の部分だけじゃなくて、入り口に上がり部分も、

これ工事の対象にならざるを得ないんじゃないかなと、この辺の研究もよく

していただきたい。しかし、これは２４年度の予算でありますから、小坂鉄

山そのものの整備が今どんなふうにどんな状況にあるのかをひとつご説明を

いただきたい。 

○議長 千野榮治  予算関連なんで、鉄山のほうの整備というのは、ちょっと予算

関連とは離れているから、それはここで答えるのはおかしいかなと思うんだ

けれども。 

○１０番 佐藤博  あそこの駐車場の整備をするということだから、鉄山のほうの

整備ができていないのに駐車場だけ整備しても、その駐車場の整備が不要と
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いう、してみてもそこの利用しないのならば、２４年度に予算を計上する必

要がないでしょうということを確認するためにお話を伺っていると。 

○議長 千野榮治  答える。教育課長 

○教育課長 茂木政美  申しわけありません。詳しい資料は持っていませんけれど

も、鉄山の入り口の関係の整備、去年もやっております。また、その件につ

きましてもあす所管の係長も見えますので、特別委員会でお答えさせていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

○１０番 佐藤博  あしたよく説明してくれるように、お話ししておいてください。

関係があるのかどうかがわからないので質問するんですけれども、小坂の小

学校の二宮金次郎を移動するような話がある。こういったことに関係がある

かどうかだけちょっと教えてください。 

○議長 千野榮治  教育課長 

○教育課長 茂木政美  小坂小学校の二宮金次郎の移設という話は、私は今初耳な

んですけれども。 

○議長 千野榮治  ほかにございませんか。岡田君 

○１１番 岡田武二  ５３ページをお願いします。道路維持管理と道路新設改良工

事、失礼いたしました。もう一度やらせていただきます。道路橋梁費の中の

道路維持費と道路新設改良費という形の中で、道路改良についてのあれが載

っているんですが、現在要望書が何カ所出ていて、その中の何カ所を設置で

きるのかどうかを教えていただきたいんですが、きょうはちょっと無理でし

ょうか。 

○議長 千野榮治  農林建設課長 

○農林建設課長 小井土茂  今お手元に資料がありませんので、後日お願いします。

ご説明でよろしいでしょうか。 

○議長 千野榮治  岡田君 

○１１番 岡田武二  あした詳細にわかるようにお願いしたいと思います。以上で

す。 

○議長 千野榮治  ほかに質疑ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  質疑がないようですので、質疑を終結して、第２８号議案から

第３５号議案の８議案につきましては、予算決算特別委員会に付託したいと

思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  ご異議ないものと認め、予算決算特別委員会に付託することに
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決定をいたしました。 

──────────────────── 

○議長 千野榮治  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

     本日はこれにて散会いたしたいと思います。 

     大変ご苦労さまでございました。 

────────────────── 

    散  会    平成２４年３月７日  午後 ３時３４分 

 


